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公文書開示決定等期間特例延長通知書
第　　　　号　　
年　　月　　日　　
　　　　　　　　　　　様
(実施機関名)　　　　　　　　　　　
印　　
　　　　　年　　月　　日付けで開示請求のありました公文書については、宇美町の保有する情報の公開に関する条例第12条第3項の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長することとしましたので通知します。
	1　公文書の件名又は内容
	

	2　宇美町の保有する情報の公開に関する条例第12条第1項の規定による決定期間
	年　　　月　　　日から

年　　　月　　　日まで

	3　開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき開示決定等をする期間
	年　　　月　　　日まで

	4　残りの公文書について開示決定等をする期限
	年　　　月　　　日　　

	5　特例延長の理由
(宇美町の保有する情報の公開に関する条例第12条第3項を適用する理由)
	

	6　担当課等
	電話番号(　　　)　　　　―　　　　内線(　　　　)

	7　備考
	



